
文化・科学技術の振興及び国際協力等の推進
第５章 第84条～第88条

●目的

「沖縄県独自の文化」 や 「科学技術」、 「国際協力や交流」を盛んにするために、国、

県、市町村や国際交流機関などがさまざまな施策を行うことになっています。

また、こうした措置によって、これらの分野で沖縄県が国全体を引っ張っていくことも期

待されています。ここでは、国際的に卓越した教育研究を行う大学院大学の整備に努める

ことも規定されています。

●概要

【沖縄文化の振興】

・沖縄文化の保存と活用に努める

・文化の振興に配慮する

●国・ 地方公共団体

【科学技術の振興】

・沖縄における研究開発の推進及びその

成果の普及等に努める

・国際的に卓越した教育研究を行う大学院

大学その他の教育機関の整備充実等必要

措置を講ずる

●国・ 地方公共団体

●県

・地域における文化の振興に関する

施策の総合的な推進を図るための

方針を作成

【国際協力・ 国際交流の推進】

●国

・沖縄の特性をいかした国際協力・ 交流の

推進に計画的に取り組む

●県

・沖縄での開発途上地域からの技術研修

員受入、青年海外協力隊の派遣前技術研修

●国際協力事業団

・国際文化交流のための人物の派遣
及び招聘、催しの実施

●国際交流基金

・沖縄の国際協力・交流施策の推進に
努める



●科学技術の振興

●文化振興

国立劇場おきなわ（平成15年開場予定）

・ 世界最高水準の研究・ 教育

・ 自然科学系

・ アジア・ 太平洋、さらには世界に開かれた大学

大学院大学

沖縄の特性に応じた研究開発 産学官連携

サンゴ礁再生

マングローブ林研究

海洋環境情報

●国際協力、交流の推進

研究機関

産業界

公的機関

コンベンション
海外研修

開発途上地域からの
技術研修員の受け入れ国際文化交流

海外研修


